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生命共済の保障内容

死亡共済金の受取人については、P7「●死亡共済金の受取人および死亡共済金受取人指定について」、P9「●死亡共済金受け取
り時の課税関係（例）」、P48「7共済金受取人について」をご参照ください。

●死亡共済金の受取人および死亡共済金受取人指定について

●加入者が次の状態になった時、共済金が支払われます。
❶死亡したとき
❷重度障がいとなったとき
❸余命6ヵ月以内と診断されたとき

❶死亡共済金
加入者が死亡した時に支払われます。
❷重度障害共済金
加入者が次のような重い障がい（重度障がい）になった時に支払われ
ます。
重度障がいとは、傷病が治癒し、その後に残存する後遺障がいのうち、
労働者災害補償保険法に準じた、規約に定める「身体障害等級別支払
割合表」の第1級、第2級および第3級の2,3,4のいずれかの障がい状
態が固定した場合をいいます。
「重度障がい状態について」
重度障害共済金の支払対象となる重度障がい状態
<身体障がいの状態の定義>
身体障がいとは、病気または傷害が治癒したときに残存する生物学的
器質的変化を原因とし、将来においても回復が困難と見込まれる精神
的または身体的なき損状態をいいます。
[備考]視力の測定は、万国式試視力表による。屈折異常のあるものについては、

矯正視力について測定します。

❸特定状態共済金
1.特定状態共済金 とは
加入者の余命が6ヵ月以内と診断された時に、共済金の一部を先行し
て請求できるものです。余命期間の医療費（希望する医療のための費
用）の補てん等に使用できます。

2.仕組みの概要
(1)A-3・A-6、Ｂ-3・Ｂ-6、C-3の加入コースは対象となりません。
（2）特定状態共済金の給付額は次のとおりとなります。

（注1）死亡共済金と重度障害共済金は重複して給付されません。
（注2）過去に重度障害共済金をお支払いしていた場合、その支払いと同一の傷

病を原因として再び共済事故が発生しても、共済金は給付されません。

①両眼が失明したもの
②そしゃく及び言語の機能を廃
したもの
③神経系統の機能または精神に
著しい障がいを残し、常に介
護を要するもの
④胸腹部臓器の機能に著しい障が
いを残し、常に介護を要するもの
⑤両上肢をひじ関節以上で失っ
たもの
⑥両上肢の用を全廃したもの
⑦両下肢をひざ関節以上で失っ
たもの
⑧両下肢の用を全廃したもの
⑨一眼が失明し、他眼の視力が
0.02以下になったもの
⑩両眼の視力が0.02以下に
なったもの

〈特定状態共済金〉
〈重度障害共済金〉
〈死 亡 共 済 金〉

A-40 A-30
A-35 A-25
A-30 A-20
A-25 A-15
A-20 A-10
A-15 A-6
A-10 A-6

A-3・A-6 対象外

B-30 B-20
B-25 B-15
B-20 B-10
B-15 B-6
B-10 B-6

T-5 T-3
T-3 T-2＊

B-3・B-6 対象外

C-10 C-6
C-6 C-3
C-3 対象外

特定状態共済金の
給付額加入者・加入タイプ・加入コース

特定状態共済金
お支払い後の
加入コース

1,000万円

1,000万円

900万円

900万円

400万円

S-10 S-7＊300万円
S-5 S-3200万円
S-3 S-2＊100万円

400万円

200万円
100万円
400万円
300万円

組合員

配偶者

子ども

⑪神経系統の機能または精神に
著しい障がいを残し随時介護
を要するもの
⑫胸腹部臓器の機能に著しい障
がいを残し、随時介護を要す
るもの
⑬両上肢を手関節以上で失った
もの
⑭両下肢を足関節以上で失った
もの
⑮そしゃくまたは言語の機能を
廃したもの
⑯神経系統の機能または精神に
著しい障がいを残し、終身労務
に服することができないもの
⑰胸腹部臓器の機能に著しい障
がいを残し、終身労務に服す
ることができないもの
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＊特定状態共済金支払い後の更新時専用の加入コース

満35歳 満36歳

申込日(告知日)時点で「健康状態の告知事項」に該当せず、加入日(保障開始日)時点の満年齢が次の❶～❸の方。

1.原則毎月20日（土・日・祝日の場合は前業
務日）までのUAゼンセン共済事業局（所属
労働組合経由）申込書受付分の加入日（保
障開始日）は、その翌々月1日となります。
2．加入日（保障開始日）または更新日時点
の満年齢に該当する掛金が、加入時およ
び更新時に適用されます。

●加入日（保障開始日）・年齢・掛金について

申込日（告知日）時点では満35歳ですが、加入日（保障開始日）時点では満36歳となるため、A-30
に加入いただく場合、「36歳～64歳」の掛金が適用され、月額掛金は「4,800円」となります。

A-30へ加入する場合（2月1日で36歳となる方） 例 

1月10日 申込日（告知日） 3月1日 加入日（保障開始日）2月1日 誕生日

1月 2月 3月

加入資格
●ご加入いただける方（新規加入・増額 資格）

標準型・緩和型 共通 標準型・緩和型 共通

※組合員本人の「標準型」もしくは「緩和型」への加入がないと、配偶者および子ども(子どもは標準型限定)の加入はできません。

❶満64歳以下の
　組合員

❷満64歳以下の
　組合員の配偶者

❸満23歳以下の
　組合員の未婚の子ども

標準型限定

加入コース(共済金額)と掛金  掛金は、性別に関係なく、月払いのみ
●新規加入・増額できる年齢別の加入限度共済金額と加入限度加入コース

●標準型の加入コースと掛金

●緩和型の加入コースと掛金

（注1）年齢は加入日(保障開始日)または更新日（毎年3月1日）時点の満年齢です。
（注2）標準型に満59歳までに加入していた共済金額が1,000万円超の場合は、満64歳までに限り同額まで更新できます。
（注3）加入コースの変更は、年1回毎年3月1日付（変更加入申込書受付締切日：原則1月20日）のみの受付となります。
（注4）こくみん共済 coop 団体生命共済に加入している方が重複して生命共済に加入される場合は、加入限度額に制限がある場合がありますので、事前に所属の労働

組合までお問い合わせください。

加入者

新規加入
増額
できる

加入コース

組合員
・
配偶者

～35歳

36歳～59歳

65歳～70歳

60歳～64歳

子ども

共済金額
死亡・重度障がいのとき

（一時金）

標準型
共済金額 4,000万円まで

300万円 600万円 1,000万円 1,500万円 2,000万円 2,500万円 3,000万円 3,500万円 4,000万円

400円 600円 1,000円 1,500円 2,000円 2,500円 3,000円 3,500円 4,000円

700円 960円 1,600円

1,600円700円 960円

8,750円2,770円 5,250円

0歳～23歳 270円 540円 900円

2,400円 3,200円 4,000円 4,800円 5,600円 6,400円

（2,400円）（3,200円）（4,000円）（4,800円）（5,600円）（6,400円）

3,000万円まで 600万円まで1,000万円まで 1,000万円まで 1,000万円まで

A-40まで

A-3

B-30まで C-6までB-10まで C-10までA-10まで 新規加入・増額
ともに不可

新規加入・増額
ともに不可

加入不可
1,000万円まで

S-10まで

500万円まで

T-5まで

加入コース

共済金額

加入コース
緩和型

加入日（保障開始日）時点の満年齢 ～59歳 ～59歳 0歳～3歳60歳～64歳 60歳～64歳 4歳～23歳65歳～ 65歳～

組合員

組合員

配偶者

子ども

配偶者 子ども

A-6 A-10 A-15 A-20 A-25 A-30

B-3 B-6 B-10

C-3 C-6 C-10

B-15

̶

̶

̶ ̶ ̶ ̶ ̶

̶ ̶B-20 B-25 B-30

A-35 A-40

月
額
掛
金 ＊

＊新規加入・増額はできません。

●標準型の満65歳時(3月1日更新時点)更新について
・満65歳の更新時には、事前に更新案内がご自宅に送付されます。
・満65歳以降の更新可能な共済金額の上限は1,000万円です。
更新時および更新以降は、共済金額の増額はできません。
・満65歳の更新時には、特にお申し出がない限り、満64歳までご
加入されていた加入コースによって、以下の自動更新の取扱い
となります。
「A-10・B-10」以上にご加入されていた方は「A-10・B-10（月額掛金
8,750円）」へ
「A-6・B-6」にご加入されていた方は「A-6・B-6（月額掛金5,250円）」へ
「A-3・B-3」にご加入されていた方は「A-3・B-3（月額掛金2,770円）」へ

加入コース

組合員
・
配偶者

～39歳

40歳～49歳

60歳～70歳

50歳～59歳

共済金額
死亡・重度障がいのとき

（一時金）
300万円 500万円 1,000万円

1,300円 2,000円 4,000円
1,600円 2,600円 5,200円

2,500円 4,100円 8,200円

4,800円 8,000円 16,000円

S-3組合員

配偶者

S-5 S-10

T-3 T-5

月
額
掛
金

保障期間

組合員および配偶者は、満70歳（毎年3月1日の更新日時点）まで継続加入ができます。その後もさらに継続加入をご希望の場合は、一定の条
件のもと生命移行共済にご加入いただくことで、満80歳まで継続加入ができます。生命移行共済は健康状態の告知なしで移行が可能です。
子どもは、満23歳（毎年3月1日の更新日時点）まで継続加入ができます（生命移行共済への移行はできません）。

満70歳年齢満了時の標準型の加入コースに
応じ、生命移行共済の加入コースを選択。

標準型

加　入
満70歳  終了組合員・配偶者

組合員および配偶者は、満70歳（毎年3月1日の更新日時点）まで継続加入ができます（生命移行共済への移行はできません）。
緩和型

加　入 満70歳  終了組合員・配偶者

子ども 満23歳  終了

組合員・配偶者 最高  満80歳
生命移行共済に加入

NEW

2024年1月更新


